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販売用不動産（ホテル）の売却による 

監査報告書並びに四半期レビュー報告書に係る限定事項解消に関するお知らせ 

 

当社は、当社が第39期以降に監査法人から受領した監査報告書及び四半期レビュー報告書において

限定付適正意見、限定付結論（以下限定付意見等）の根拠として示されている『ホテル「物件①」』

を企業外部の第三者に売却いたしました。 

これにより監査報告書並びに四半期レビュー報告書に係る限定事由が解消されましたのでお知らせ

いたします。 

 

記 

 

当社は第39期以降に監査法人から受領した監査報告書及び四半期レビュー報告書（以下、監査報告

書等）において限定付意見等の根拠として示されている『ホテル「物件①」』を企業外部の第三者に

売却いたしました。 

監査報告書等によれば、限定付意見等の根拠は「販売用不動産（『ホテル「物件①」』及び『ホテ

ル「物件③」』）の売却取引に係る売却益に関して連結の範囲に含めて未実現利益が消去されるべき

であったか否か、そして、その未実現利益の消去に伴い前連結会計年度における販売用不動産、繰延

税金資産、利益剰余金について修正が必要となるかどうか、更に、会社は2023年11月期第２四半期連

結累計期間末においても、ホテル「物件①」を保有しているため、当該数値に修正が必要になるかど

うかについて判断することができなかった」とされています。 

なお、前連結会計年度以前において『ホテル「物件①」』と並んで限定事由とされている『ホテル

「物件③」』につきましては、2023年第１四半期末時点において既に限定事項は解消されていること

から、今回の『ホテル「物件①」』の売却により監査判断を困難にさせていた不明確な状況はすべて

解消されることとなりました。 

しかしながら、2023年11月期は『ホテル「物件①」』が、期首残高に含まれており、また、売却に

係る利益を取り込んでいること、さらに、2024年11月期は、比較情報とされる2023年11月期について

上記記載のとおり、『ホテル「物件①」』が含まれていることから監査報告書等については、限定付



 

意見等が継続される見通しです。 

 

当社は一連の会計上の疑義を招いたことを真摯に受け止め、今後におきましても2023年３月31日に

公表しました会計コンプライアンス宣言並びに再発防止策の実践を通じた適正開示を継続する所存で

す。 

 

以  上 

 


